
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和２年１１月３日 １０時２９分ごろ 

発生場所 関門港（関門航路第１８号灯浮標） 

 小
こ

倉
くら

日明
ひあがり

防潮堤灯台から真方位０２０°６３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.７′ 東経１３０°５３.３′） 

事故の概要  貨物船明
めい

凜
りん

丸は、航行中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１１月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 明凜丸、４９９トン 

 １４１３９４、岡田海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部外板に擦過傷 

灯浮標 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、潮流 西流約７.６ノット（kn）（早鞆瀬戸） 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が単独で操船して、関門航

路を西進した。 

本船は、船長が、手動操舵により、約１０knの対地速力で目視によ

り関門航路第１８号灯浮標（以下「本件ブイ」という。）を船首方に

見る針路で西進中、右舷前方から関門航路を東進中の大型船が見えた

ので、本件ブイを右舷方に見て通過しようと思い左舵を取ったとこ

ろ、約７.６knの潮流（西流）により圧流されて、本件ブイに衝突し

た。 

船長は、本事故時強い西流であることは承知していたので、圧流さ

れることを考えて本件ブイの北側を（左舷方に見て）通過する針路と

し、目視だけでなくレーダーで船位の確認をすれば良かったと本事故

後に思った。 

分析 本船は、西進中、左舷方から約７.６kn の潮流（西流）を受け右舷

前方から大型船が反航する状況下、船長が本件ブイを右舷方に見て通

過しようと左舵を取って本件ブイに接近したことから、船体が圧流さ

れて右舷船尾部が本件ブイに衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、西進中、左舷方から約７.６kn の潮流（西流）

を受け右舷前方から大型船が反航する状況下、船長が本件ブイを右舷

方に見て通過しようと左舵を取って本件ブイに接近したため、船体が

圧流されて右舷船尾部が本件ブイに衝突したものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、灯浮標や他船を認めた際、レーダーで船位を確認し、十

分な距離を確保して航行すること。 

 


